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今週のことば

自然共生サイト

企業や民間団体等の取組により生物多様

性の保全が図られている区域を「自然共生

サイト」として国が認定するもので、企業

緑地や里地里山など１２２カ所を初認定。

 ◆ 今週のこよみ ◆　ご自分の予定を確認して下さい

 10／　９(月) 友引　スポーツの日、世界郵便デー

 　　１０(火) 先負　源泉所得税の納付期限、目の愛護デー

 　　１１(水) 仏滅

 　　１２(木) 大安　ゴルフ・日本オープン

 　　１３(金) 赤口

 　　１４(土) 先勝　鉄道の日、クライマックスシリーズ開幕

 　　１５(日) 先負　旧暦９月１日、新聞週間

 先週の株と為替

　　　　日経平均株価　  円(対米ﾄﾞﾙ)

10/ 2(月) 31,760 ▼ 98   149.74 ▼0.98

    3(火) 31,238 ▼522   149.77 ▼0.03

    4(水) 30,527 ▼711   148.84 △0.93

    5(木) 31,075 △548   149.04 ▼0.20

    6(金) 30,995 ▼ 80   148.88 △0.16

現行ＮＩＳＡ制度の非課税期間終了後は

　ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）は、来年１月から

抜本的拡充・恒久化により新制度に変わりますが、

それに伴い現行の一般・つみたてＮＩＳＡでの新規買

付は本年末で終了となります（未成年者を対象とし

たジュニアＮＩＳＡも終了）。

◆非課税期間終了後、課税口座に移管

　現行のＮＩＳＡ口座で保有する商品を新ＮＩＳＡ口

座に移すことはできないため、それぞれの非課税保

有期間（一般：５年、つみたて：２０年）が終了した

時点で保有し続けている商品は課税口座（特定口座

又は一般口座）に移管されます。移管後に生じた譲

渡益・配当等は課税されることになり、譲渡損失が

生じた場合は損益通算や繰越控除が可能となります。

　なお、課税口座に移管する場合、非課税保有期間

が終了する年の最終営業日の時価が課税口座におけ

る取得価額となり、売却した際はその取得価格を基

に譲渡損益を計算します。

◆課税口座に移管する際の取得価格に注意

　例えば、１００万円で購入し、非課税保有期間が終

了する年の最終営業日の時価が１５０万円となった

商品を課税口座に移管した場合、課税口座における

取得価額は１５０万円となります。その後１８０万円

で売却した場合は、３０万円の譲渡益となります。

　一方、課税口座に移管した時点の時価が当初の購

入額より下落している場合は注意が必要です。例え

ば、１００万円で購入し、７０万円に下落した商品を

課税口座に移管した場合、課税口座における取得価

額は７０万円となります。その後１００万円に回復し

たため売却した場合は、３０万円の譲渡益が生じるた

め課税されます。

■ この記事の詳細は､情報ＢＯＸ２０１５３８

低未利用土地等の譲渡に係る特別控除

　個人が都市計画区域内にある低額な低未利用土

地等（譲渡価額５００万円以下。ただし、市街化区

域等にあるものは８００万円以下）を、利用意向が

ある買主に譲渡した場合は長期譲渡所得から１００

万円を控除する制度が適用できます。

　本制度を適用する場合は、低未利用土地等に該

当することや買主が土地等を利用する意向がある

こと等について市区町村の確認を受ける必要があ

りますが、国交省によると令和４年中に低未利用

土地等の譲渡に対して自治体が確認書を交付した

件数は４８４２件でした。また、１件当たりの譲渡

価額は平均２５０万円で、譲渡後の利用用途は「住

宅」が６２％と最も多くなっています。

協会けんぽによる被扶養者資格の再確認

　協会けんぽは、健康保険の被扶養者となってい

る方が現在も要件を満たしているかを確認するた

め、事業主に「被扶養者状況リスト」を今月下旬

から順次送付します（提出期限：１２月８日）。

　事業主は被保険者に被扶養者の現況確認を行っ

た結果を記入し提出します。なお、被扶養者が別

居している場合や海外に在住している場合は、確

認書類（別居の場合は仕送りの事実と金額、海外

在住の場合は海外特例に該当することが確認でき

る書類）を併せて提出する必要があります。

　　　情報ＢＯＸ番号が付いている記事の詳細情報は下記

　　　 の手順で取り出すことができます。【無料】

　　　 ①03-3940-6000へＴＥＬ(プッシュ回線)。

　　　 ②記事下のＢＯＸ番号を入力し＃。

　　　 ③取り出し先のＦＡＸ番号を入力し＃。

　　　 ※アナウンスのガイドに添って入力して下さい。
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発行日２０２３年１０月１０日(火)



情報ＢＯＸコード２０１５３８                   ２０２３．１０．１０ 

令和 6 年以降の現行 NISA 制度の取扱い 

 令和 5 年度税制改正により、NISA（少額投資非課税制度）の抜本的拡充・恒久化が行われ、令

和 6 年から新制度に変わります。また、現行の NISA 制度の取扱いは次のようになります。 

◆現行の NISA 制度の取扱い 

・令和 6 年以降、現行の一般 NISA 口座・つみたて NISA 口座・ジュニア NISA 口座での新規

買付けはできません。 

・現行の NISA 口座で保有する商品を新 NISA 口座に移すことはできませんが、それぞれの非課税

保有期間※が終了するまでの間は、現行の NISA 口座のまま非課税で保有することができます。 

※ジュニア NISA は 5 年間の非課税保有期間が終了後も 18 歳になるまで非課税で保有することが

可能です。なお、令和 6 年以降は、保有している株式・投資信託等および金銭の全額について、年

齢にかかわらず、災害等やむを得ない事由によらない場合でも、非課税での払出しが可能です。 

・非課税保有期間の終了後、保有している商品は課税口座（特定口座又は一般口座）へ移管されま

す。特定口座を NISA 口座と同一の金融機関に開設している方は、特段の手続をすることなく、特

定口座に移管されます。なお、特定口座を開設している方で、一般口座への移管を希望される場合

には、証券会社等に所定の依頼書を提出します。 

・課税口座への移管の際は、非課税保有期間が終了する年の最終営業日の時価で移管されます。 

・課税口座への移管後に譲渡した場合には、移管時の時価が課税口座における取得価額となり、そ

れをもとに利益に対して課税されます（損益通算等が可能）。また、移管後に支払われた配当等は

課税されます。 

◆課税口座に移管する場合の注意点等 

 NISA 口座で保有する商品を非課税保有期間の終了後、課税口座に移管した場合、非課税保有期

間が終了する年の最終営業日の時価が課税口座における取得価額となります。移管後に売却した場

合は、その取得価額を基に計算するため、移管する時点で保有資産が値上がりしているか値下がり

しているかで、売却する際に支払う税金に差が出ます。 

◎値上がりしているケース 

 例えば、120 万円で購入し、非課税保有期間が終了する年の最終営業日の時価が 150 万円に値

上がりした商品を課税口座へ移管した場合、課税口座における取得価額は 150 万円となり、実際

の購入価額よりも 30 万円引上がります。その後 200 万円で売却した場合、譲渡益は 50 万円

（200 万円－150 万円）となります。 

◎値下がりしているケース 

 課税口座へ移管時の時価が当初の購入額より値下がりしている場合で、その後時価が値上がりし

た際に売却すると、課税口座移管時の時価との差が譲渡益となりますので、注意が必要です。 

 例えば、120 万円で購入し、非課税保有期間が終了する年の最終営業日の時価が 70 万円に値

下がりした商品を課税口座へ移管した場合は、取得価額が 70 万円となります。その後 100 万円

に値上がりしたため売却した場合は、譲渡益 30 万円（100 万円－70 万円）となり、当初の購入

価格からみると損失が出ている状況にもかかわらず、課税対象となります。 

【参考】新 NISA 制度の概要 

 新 NISA は、「つみたて投資枠（年間投資上限 120 万円）」と「成長投資枠（年間投資上限

240 万円）」で構成され、併用により年間 360 万円まで投資が可能となります。ただし、新

NISA 口座で保有する商品の金額（非課税保有額）には、買付額ベースで 1,800 万円の限度額が

設定されており、年間投資上限額の範囲内でも限度額を超えて投資することはできません。 

 つみたて投資枠 成長投資枠 

年間投資上限額 120 万円 240 万円 

非課税保有期間 無期限 

非課税保有限度額 
1,800 万円（うち成長投資枠は 1,200 万円まで） 

※簿価残高方式で管理（枠の再利用が可能） 

投資対象商品 積立・分散投資に適した投資信託 上場株式・投資信託等 

対象年齢 18 歳以上 

現行制度との関係 新制度の外枠で現行制度における非課税措置を適用 


